
介護予防・日常生活支援総合事業

　今後高齢化が進むにつれて、一人暮らしや高齢者のみの世帯、認知症を患
わずら

う高齢者の増加が予
想されます。住み慣れた地域で、いつまでも元気で生活するためには、地域全体で高齢者を支え
るとともに、自分自身でも介護が必要な状態にならないよう、予防することが大切です。
　そのための仕組みとして、市では４月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始
します。

【問】高齢福祉課(総和福祉センター「健康の駅」)　☎9 2 - 5 8 3 8

4月1日から
「介護予防・
日常生活支援総合事業」
を開始します
～要支援者が利用していた訪問介護と通所介護の仕組みが変わります～

◆総合事業の概要

介護予防訪問介護と介護予防通所介護を総合事業に移行します
　全国一律で実施されてきた介護保険制度の予防給付(要支援者に対するサービス)のうち、訪問
介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)を総合事業に移行し、市の基準による事
業として実施します。
※訪問介護と通所介護以外の予防給付(介護予防福祉用具貸与など)に変更はありません。

平成29年4月1日から現　行
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○介護予防訪問サービス
市の指定した事業所の訪問介護員(ホー
ムヘルパーなどの有資格者)が、主に身
体介護を行う
○家事応援訪問サービス
市の指定した事業所が、掃除や洗濯など
の家事応援サービスを行う
※身体介護の必要がない人が対象です。

○介護予防通所サービス
市の指定した事業所が、レクリエーションや機能
訓練、入浴介助などを行う
○ミニデイ型通所サービス
市の指定した事業所が、レクリエーションや介護
予防のための体操などを行う
○短期集中介護予防通所サービス
理学療法士などの専門職の指導により、3カ月の
短期間で生活機能の改善を目的とした訓練を行う
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